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岡谷市公告第１５号 

 

業務委託について、公募型プロポーザル方式により事業者の選定を行うので、次のとおり公

告する。 

 

令和６年３月２２日 

岡谷市長 早 出 一 真 

 

  家族にもやさしい職場づくりでＵＩＪターン強化事業委託業務に関する公募型プロポー 

ザル実施要領 

 

本要領は、家族にもやさしい職場づくりでＵＩＪターン強化事業委託業務に係る受託候補者

を選定するために行う公募型プロポーザルについて、次のとおり必要な事項を定める。 

 

１ 業務および公募型プロポーザル実施の目的 

本業務は、働く人とその家族に優しい職場づくりを支援し、求職者に選ばれる魅力ある職場

環境を備えた企業の数を増やし、企業の採用情報をＵＩＪターン希望者、第２新卒等に直接届く

よう効果的な周知・PRを行う。これにより市内企業等への採用につながった人材を移住相談へ

つなぐなど移住促進を図ることを目的とする。 

 なお、上記の目的達成に向けて、豊富なノウハウを持ち、専門知識、実務経験を生かした業

務の実施ができる事業者に委託することが重要であるため、公募型プロポーザル方式により事

業者を選定する。 

 

２ 業務概要 

（１）件名     家族にもやさしい職場づくりでＵＩＪターン強化事業委託業務 

(２) 業務内容    別添資料「家族にもやさしい職場づくりでＵＩＪターン強化事業委託

業務企画提案仕様書」のとおり 

（３）履行期間   契約日から令和７年３月３１日まで 

（４）契約上限額  ４，９５０千円（消費税および地方消費税相当額を含む） 

※参考見積書の金額が、契約上限額を超過した場合は失格とする。 

（５）業務担当部課 岡谷市産業振興部工業振興課 

〒394-0028 岡谷市本町1丁目1番1号 

電話  0266-21-7000(直通) 

ＦＡＸ 0266-21-7001 

メール kougyo@city.okaya.lg.jp 
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３ 実施型式 

 公募型プロポーザル方式 

 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

（１）岡谷市の競争入札参加資格者名簿(物品・役務)に登録されていること。登録されてい

ない場合は、参加申込期間中に、次に掲げる事項の書類（該当するもののみ）を提出し、

確認を受けることで参加申込を認める。 

ア 交付３ヶ月以内の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書（写） 

イ 直近の財務諸表（貸借対照表および損益計算書） 

ウ 交付３ヶ月以内の岡谷市の市税の納税証明書（写）［納税義務がある場合］ 

エ 交付３ヶ月以内の消費税および地方消費税の納税証明書（写） 

（２）地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 

（３）岡谷市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成27年岡谷市告示

第32号)に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

（４）岡谷市暴力団排除条例(平成24年12月20日条例第16号)による入札参加除外措置を受け

ていないこと。 

（５）会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始

の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全であると認め

られる者でないこと。 

（６）岡谷市の市税または消費税および地方消費税を滞納している者でないこと。 

（７）本プロポーザル審査委員会の委員が自ら主宰し、または役員もしくは顧問となってい

る法人その他の組織でないこと。 

 

５ スケジュール（予定） 

（１）実施の公表        令和6年3月22日(金) 

（２）質問書の提出期限    令和6年3月28日(木)正午まで 

（３）質問、回答の公表    令和6年3月29日(金)頃［ホームページ公表］ 

（４）参加申込書等の提出期限 令和6年4月 3日(水)正午まで 

（５）参加資格確認結果通知  令和6年4月 4日(木)まで 

（６）企画提案書提出期限   令和6年4月12日(金)正午まで 

（７）ヒアリングの実施    令和6年4月18日(木) 

（８）受託候補者決定     令和6年4月19日(金) 

（９）審査結果通知・公表   令和6年4月22日(月) 
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６ 質問・回答 

本プロポーザルに関して質問がある場合は、「質問書」（様式は任意）を次のとおり提出する

こと。 

 

（１）提出期限 

令和6年3月28日(木)正午まで 

（２）提出方法 

  「質問書」を電子メールに添付して提出すること。 

  （工業振興課メールアドレス）kougyo@city.okaya.lg.jp 

（３）回答方法 

令和6年3月29日(金)以降に質疑内容とその回答を市公式ウェブサイト（本件の募集ペー

ジ）に掲載する。 

なお、本業務の応募に必要と判断される質疑のみ受け付けるものとする。 

 

７ 参加申込書の提出等 

（１）参加申込書の提出 

参加希望者は、次のとおり参加申込書等を提出しなければならない。 

なお、期限までに参加申込書等を提出しない者または参加資格要件に該当しないと認め

られた者は、このプロポーザルに参加することができない。 

ア 提出書類 

①参加申込書（様式１） 

②会社概要調書（様式２） ※パンフレット等で代用可 

③類似する業務実績を証明するもの（契約書の写し等） 

④前記４(1)で規定する岡谷市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されて 

いない者が提案者となろうとする場合は、４(1)アからエに規定する書類 各１部 

イ 提出期限 

令和6年4月3日(水)正午まで 

ウ 提出先 

岡谷市産業振興部工業振興課 

〒394-0028 岡谷市本町1丁目1番1号 

エ 提出方法 

持参または郵送による。郵送の場合は上記イ必着とする。 

（２）参加資格の審査 

市は、提出された書類により参加資格の審査を行い、審査結果を令和6年4月4日(木)ま

でに電子メールにて通知する。併せて、その内容を書面にした文書を発送する。 
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８ 企画提案書の提出 

企画提案者は、次に定めるところにより企画提案書等を作成し、提出するものとする。 

（１）提出書類 

    ア 様式３ 

イ 企画提案書（任意様式：Ａ４判） 

※別に示した仕様書を参照の上、９(6)評価基準各項目に準じ作成すること。 

ウ 参考見積書（任意様式：Ａ４判） 

※見積書は合計金額だけではなく、金額の内訳（人件費、旅費など詳細区分ごとに）も 

記載すること。 

※見積書の各単価は消費税抜きで記載し、別欄に消費税額を明示したうえで、見積合計 

金額には、消費税込みの額を記載すること。 

※消費税率は10％で積算すること。 

（２）提案内容 

次号および別添資料「家族にもやさしい職場づくりでＵＩＪターン強化事業委託業務企

画提案仕様書」に記載するとおり作成し提出すること。 

（３）企画提案書等の提出方法 

ア 提出様式 

任意の様式で構わないが、サイズはＡ４版とすること。 

イ 提出部数 

様式３ １部 

企画提案書および参考見積書 正本１部、副本８部 

※副本のうち５部（本プロポーザル審査委員会委員審査用）は、企画提案者の名称 

を消去または墨塗りすること。 

ウ 提出期限 

令和6年4月12日(金)正午まで 

エ 提出先 

岡谷市産業振興部工業振興課 

〒394-0028 岡谷市本町1丁目1番1号 

オ 提出方法 

持参または送付による。送付の場合は上記ウ必着とする。 

（４）企画提案書等の著作権等の取扱い 

ア 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。 

イ 市は、プロポーザル方式の手続およびこれに係る事務処理において必要があるとき

は、提出された企画提案書等の全部または一部の複製等をすることができるものと

する。 

ウ 市は、企画提案者から提出された企画提案書等について、岡谷市情報公開条例(平成

11年3月26日条例第6号)の規定による請求に基づき、同条例第8条に規定する不開示

情報を除き、第三者に開示することができるものとする。 
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９ 企画提案の審査方法および評価基準 

（１）審査委員会の設置 

企画提案の評価および受託候補者の選定を行うため、５名で構成された家族にもやさし

い職場づくりでＵＩＪターン強化事業委託業務プロポーザル審査委員会（以下「審査委

員会」という。）を設置する。 

（２）審査方法 

書類審査およびヒアリング審査を実施する。 

（３）書類審査 

ア 対象者は全応募者とする。ただし、応募件数が５件以下であった場合は省略し、ヒ

アリング審査のみを行う。 

イ 応募件数が６件以上であった場合には書類審査により上位５社を選定する。 

（４）ヒアリング審査 

審査委員会において、提案内容をより理解するため企画提案書に係るプレゼンテーショ

ンおよびヒアリングを行う。 

ア 対象者は書類審査を通過した者とする。 

イ 日時等については、別途通知する。 

（５）ヒアリング審査の留意事項 

ア 応募者１者ずつの呼び込み方式とし、応募者１者の持ち時間はプレゼンテーション

１５分、質疑応答１０分の計２５分とする。 

イ プレゼンテーション等の説明者は、補助者を含めて２名以内とする。 

ウ 欠席した場合は、企画提案書の審査、評価および選定から除外する。 

（６） 評価基準 

本プロポーザルは、以下の基準に基づき評価する。 

評価項目 配点 

事業目的および内

容の理解度 

事業目的および内容に関する理解・知識が十分

にあるか。  
１０ 

仕様書に示された内容について全て提案され、適

切な内容となっているか。 
１０ 

類似業務の実績 同種・類似業務の実績が十分にあるか。 ２０ 

目標実現の可能性 事業目的の達成に向けて、有効な施策を含む提

案内容となっているか。また、創意工夫がなさ

れているか。 

２０ 

提案内容に対し、必要かつ十分な実施体制を備

えているか。 
２０ 

スケジュールの計

画性 

事業を効率的かつ効果的に実施できるスケジュ

ールとなっているか。 
１０ 

費用積算の妥当性 事業金額が適正な見積もりとなっているか。 １０ 

合計 １００ 
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１０ 受託候補者の選定 

評価点が最も高く、満点の７０％以上の者１者を受託候補者として選定する。なお、該当者

が２者以上あったときは、委員の合議により順位を決定する。 

すべての企画提案者の評価点が満点の７０％に達しない場合は、受託候補者を選定せず、本

プロポーザルの手続きを中止する。 

 

１１ 審査結果の通知 

審査結果は、令和6年4月19日(金)までに受託候補者を市公式ウェブサイトで公表するととも

に全企画提案者に書面で通知する。 

 

１２ 契約に関する基本事項 

（１）契約の締結 

受託候補者と当該業務について協議を行い、内容について合意のうえ、当該業務仕様書

を作成するものとする。 

受託候補者は、当該業務仕様書に応じた金額の見積書を提出し、市が仕様内容を基に積

算した予定価格の制限の範囲内で、随意契約の方法により契約を締結する。 

(２)契約書 

契約書は、市が準備するものを使用する。 

（３）支払条件  

業務完了後の一括払いとする。 

１３ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

（１）参加資格要件を満たしていない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

(３) 契約上限額を超える提案を行った場合 

（４）実施要領等で示された提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条

件に適合しない書類の提出があった場合 

（５）その他選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

１４ その他 

（１）提出書類の作成、提出等に要する経費は、提案者の負担とする。 

（２）企画提案書の提出は、１者につき１提案に限る。 

（３）提出された書類は返還しない。 

（４）提出された書類は、企画提案者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

（５）企画提案書等に含まれる著作権、特許権など法令に基づいて保護される第三者の権利

の対象となっているものを使用した結果、生じた責任はすべて提案者が負う。 

（６）審査結果に係る問い合わせ、不服申立ては、一切受け付けない。 

（７）契約の締結は、令和6年度岡谷市予算が発効したときとする。 

 


